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令和３年第３回定例会議事日程（第２号） 

 

令和３年９月３日（金） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度吉富町一般会計補

正予算（第３号）） 

 日程第３ 議案第40号 令和２年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第４ 議案第41号 令和２年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 議案第42号 令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第６ 議案第43号 令和２年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 議案第44号 令和２年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 日程第８ 議案第45号 令和２年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第９ 報告第５号 令和２年度吉富町健全化判断比率の報告について 

 日程第10 報告第６号 令和２年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第11 報告第７号 令和２年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第12 議案第46号 令和３年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第13 議案第47号 令和３年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第14 議案第48号 令和３年度吉富町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第15 議案第49号 教育委員会委員の任命について 

 日程第16 議案第50号 京築広域市町村圏事務組合を組織する市町村数の減少及び京築広域市

町村圏事務組合規約の変更について 

 日程第17 議案第51号 京築広域市町村圏事務組合からの行橋市及び京都郡苅田町の脱退に伴

う財産処分について 
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令和３年第３回吉富町議会定例会会議録（第２号） 

 

招 集 年 月 日  令和３年９月３日 

招 集 の 場 所  吉富町役場二階議場 

開       会  ９月３日 10時00分 

応  招  議  員  １番 角畑 正数       ７番 梅津 義信 

           ２番 向野 倍吉       ８番 岸本加代子 

           ３番 中家 章智       ９番 横川 清一 

           ４番 矢岡  匡       10番 是石 利彦 

           ６番 太田 文則        

不 応 招 議 員  ５番 山本 定生 

出  席  議  員  応招議員に同じ 

欠  席  議  員  不応招議員に同じ 

 

地方自治法第１２１  町    長 花畑  明   地域振興課長 軍神 宏充 

条の規定により説明  教  育  長 江﨑  藏   上下水道課長 奥家 照彦 

のため会議に出席し         守口 英伸   教 務 課 長 小原 弘光 

た者の職氏名     総務財政課長 奥本 仁志          工藤多津子 

           住 民 課 長 石丸 順子   危機管理室長 友田 哲也 

                  別府 真二   検査会計室長 奥本 恭子 

           福祉保険課長 岩井 保子          鍛治 淳子 

           子育て健康課長 石丸 貴之   監 査 委 員 是石 英俊 

           建 設 課 長 和才  薫    

本会議に職務のため  局    長 鍛治 幸平 

出席した者の職氏名  書    記 小谷瀬鉄平 

 

町長提出議案の題目  別紙日程表のとおり 

議員提出議案の題目  別紙日程表のとおり 

税 務 課 長 
会計管理者 

統括課長兼 
未来まちづくり課長 

吉富あいあい 
センター所長 

吉富保育園長 
吉富幼稚園長 
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午前10時00分開議 

○議長（是石 利彦君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は９名で、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。また、本日の本会議での質疑、

答弁、説明など、発言は新型コロナ感染症拡大防止のため、着座にて行っていただきます。した

がって、マイクをうまい具合に調整をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に太田議員、梅津議員、２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度吉富町一般

会計補正予算（第３号）） 

○議長（是石 利彦君）  日程第２、議案第３９号専決処分の承認を求めることについて（令和

３年度吉富町一般会計補正予算（第３号））を議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  おはようございます。それでは御説明をいたします。 

 議案書１ページをお願いいたします。議案第３９号専決処分の承認を求めることについてでご

ざいます。 

 新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場であります吉富フォーユー会館のワクチン接種を

待つ住民の皆様の暑さ対策及び法人町民税の過年度還付金が発生したことによりまして、緊急に

予算措置をする必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治

法第１７９条第１項の規定により令和３年度吉富町一般会計補正予算を令和３年７月３０日付で

専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 一般会計補正予算書（第３号）をお願いいたします。１ページをお願いいたします。 

 令和３年度吉富町一般会計補正予算（第３号）、令和３年度吉富町の一般会計補正予算（第

３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１４万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億４,４８１万９,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 以上でございます。 
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○議長（是石 利彦君）  これから質疑を行います。質疑に当たっては、自己の意見は述べられな

いことになっております。なお、質疑の回数は、同一議員につき、同一議題について３回を超え

ることができないようになっております。よろしくお願いいたします。また、質問者、答弁者の

発言は挙手をし「議長」と発生の後、私から発言の指名を受けてから行っていただきます。 

 以上のことを必ずお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ、２ページ、歳出３ページ、次に４ページ、事項別明細書、総括、歳入、

５ページ、同じく総括、歳出、次に歳入、６ページ。歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に入ります。歳出７ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  １０款４目１４節工事請負費のこのフィルムのことなんですけれ

ども、いわゆる劣化すると思うんですけど、それはどのくらいもつものなんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  劣化と言いますか、始まるひとつのめどが１０年ということを聞い

ております。１０年後にやり直しをしなければいけないとかそういうことではなく、始まるとい

うことです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  では歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入、歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３９号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３９号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３９号専決処分の承認を求める

ことについて（令和３年度吉富町一般会計補正予算（第３号））は、これを承認することに決し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４０号 令和２年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第４．議案第４１号 令和２年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第５．議案第４２号 令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第６．議案第４３号 令和２年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第７．議案第４４号 令和２年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

日程第８．議案第４５号 令和２年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

について 

○議長（是石 利彦君）  お諮りいたします。日程第３、議案第４０号から日程第８、議案第

４５号までの６議案を一括議案にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、日程第３、議案第４０号令和２年度吉

富町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第８、議案第４５号令和２年度吉富町下水

道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてまでの６議案を一括議題にいたします。 

 代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。マイクをお願いします。 

○監査委員（是石 英俊君）  地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方公営

企業法第３０条第２項の規定により、令和２年度吉富町一般会計、特別会計及び水道事業会計、

下水道事業会計の決算並びに基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は次のとおり

であります。 

 １、審査対象、１、令和２年度吉富町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。２、令和

２年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。３、令和２年度吉富町

奨学金特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。４、令和２年度吉富町後期高齢者……。 
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○議長（是石 利彦君）  監査委員、吉富まちですからお願いいたします。 

○監査委員（是石 英俊君）  はい、すいません。４番、令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。５番、令和２年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び

決算並びに関係帳簿、証書類。６、令和２年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算並び

に関係帳簿、証書類。７、基金の運用状況。 

 ２、審査終了期日、令和３年８月２６日。 

 各会計について、決算書及び出納日計簿、収入簿並びに支出簿により出納書類を照査の上、慎

重に審査した結果、決算は計数的に正確であり、財務執行は適正であると認定した。 

 また、基金の運用状況については、その目的に従って適正かつ効率的に運用され、計数及び証

書書類、貯金証書ともに合致しており、正確であると認めた。令和３年８月３１日。吉富町監査

委員矢岡匡、同是石英俊。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ありがとうございました。 

 次に、決算の概要について、会計管理者に説明を求めます。会計管理者。 

○会計管理者（別府 真二君）  それでは、町の各会計の令和２年度決算について、お手元の決算

の概要により説明いたします。 

 １ページをお願いします。 

 この表は、一般会計及び特別会計における決算の総括表です。各会計の歳入決算額の合計は

５５億４,２０７万７,０３６円、合計歳出決算額５３億５８４万５,９１５円、繰越事業費繰越

財源は２,１９１万７,０００円、差引き残高は２億１,４３１万４,１２１円です。 

 ２ページをお願いします。令和２年度一般会計決算の概要について説明いたします。 

 １、概要、（１）予算額についてです。当初予算額３５億８,５００万円、補正予算額１１億

７,５６５万５,０００円、令和元年度からの繰越事業費繰越額は１億４,６６６万６,０００円、

予算現額４９億７３２万１,０００円です。 

 （２）決算額についてです。歳入額４６億２,０５３万６,５３０円、歳出額４４億６６１万

９,９６１円、歳入歳出差引き残額２億１,３９１万６,５６９円となり、このうち財政調整基金

条例の規定に基づき１億円の決算積立てを行いましたので、令和３年度への繰越額は１億

１,３９１万６,５６９円となっております。なお、そのうち繰越明許費繰越額が２,１９１万

７,０００円が含まれております。 

 次に、２、歳入、（１）歳入の決算額についてです。予算現額４９億７３２万１,０００円、

調定額４６億７,１４４万１２１円、収入済額４６億２,０５３万６,５３０円、不納欠損額

１４万８,６００円、収入未済額は５,０７５万４,９９１円です。不納欠損額及び収入未済額の
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内訳は備考に記載のとおりになります。 

 次に、（２）歳入決算額の科目別内訳は令和元年度との比較によるものであります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３、歳出、（１）歳出の決算額についてです。予算現額４９億７３２万１,０００円、歳出済

額４４億６６１万９,９６１円、執行率は８９.８０％、不用額１億２,１２２万５,０３９円、繰

越明許費３億７,９４７万６,０００円です。 

 （２）歳出決算額の科目別内訳は次の４ページにわたって記載をしております。なお、備考欄

の不用額の内訳は目ごとに１００万円以上の不用額及び繰越明許費について記載をしております。 

 （３）の歳出決算額の性質別内訳は、令和２年度と令和元年度との比較によるものです。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ４、町民の負担状況についてです。歳入総額に対する町民負担の割合は１１.５４％で、令和

元年度と比較し、３.０９％減少をしております。 

 ５、町債の現在高についてです。前年度末現在高の合計額は３３億９,０４９万円で、２年度

中に新たに普通債で１億９,９７０万円、災害復旧債で９３０万円、減税補填債で４７１万

３,０００円、臨時財政対策債では８,０７５万５,０００円の合計２億９,４４６万８,０００円

を新たに起債し、合計２億７,２８７万６,０００円を償還したことにより、今年度末現在高の合

計額は３４億１,２０８万２,０００円となっております。 

 次に、６ページをお願いします。 

 ６、町有財産の状況についてであります。土地に関して年度中の増減はございませんでした。

今年度末は３４万６,００４平方メートルであります。建物も同様に年度中の増減はなく、３万

１,１３５平方メートルです。車両については防犯巡回用車両１台配備したことにより、今年度

末は２９台となっております。 

 次に、一般会計に属する基金は、年度中に１億６,３４５万５,０００円増加し、本年度末の基

金合計は２４億７,７３０万２,０００円となっております。年度中の積立基金は財政調整基金で

は１億６,０００万円、公共下水道事業費基金に１億４,５００万円、ふるさと吉富まちづくり応

援基金が１,７５０万円、収入印紙購買基金の新規積立てに８６万９,７００円、そのほかでは利

息積立てが合計で６９万９,３８９円ございました。また、取り崩しを行った基金は公共下水道

事業基金が１億５,５００万円、人材育成基金が５００万５,０１６円、収入印紙購買基金が

６１万９,５００円でした。備考欄には各基金の令和３年３月３１日現在高を記載しております。 

 次に、権利についてです。年度中に増減はなく、本年度末は３億７,２６８万５,０００円にな

ります。債権の増減はございませんでした。 

 ７、一部事務組合財産の状況についてです。土地建物に関する増減はなく、組合債残高の令和
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元年度との比較は環境衛生事務組合を除きそれぞれの状況について御報告いたします。 

 中学校組合では７４７万９,０００円を償還後、残高１億９,２９４万円、清掃施設組合は

９,８９２万５,０００円が減少し、残高１億２,５５７万８,０００円の残高となってます。 

 京築広域圏市町村圏事務組合は８,０４２万９,０００円を償還し、残高３億７,９８６万

８,０００円、京築地区水道企業団の組合債残高では３億５,９３６万９,０００円が減少をして

おります。 

 ７ページ、８ページについては歳入歳出決算の科目別の割合を円グラフで表したものとなって

おります。 

 次に、９ページをお願いします。国民健康保険特別会計決算の概要について御説明いたします。 

 １、概要、（１）予算額です。当初予算額７億９,５４５万３,０００円、補正予算額

１,５００万７,０００円、予算現額８億１,０４６万円です。 

 （２）決算額についてです。歳入額７億８,３１０万１,２７４円、歳出額７億７,１８２万

３,１６２円、歳入歳出残額１,１２７万８,１１２円。なお、このうち保険給付費支払い準備基

金として３００万円の決算積立てを行い、翌年度の繰越額は８２７万８,１１２円となっており

ます。 

 （３）は最近３か年度の決算額の状況について記載をしております。 

 次に、２、歳入、（１）歳入の決算額についてです。予算現額８億１,０４６万円、調定額

８億１５１万６,００３円、収入済額７億８,３１０万１,２７４円、不納欠損額３万８,５００円、

収入未済額１,８３７万６,２２９円です。 

 （２）歳入決算額の科目別内訳は令和元年度との比較によるものです。 

 １０ページをお願いします。３、歳出、（１）歳出の決算額についてです。予算現額８億

１,０４６万円、支出済額７億７,１８２万３,１６２円、執行率は９５.２３％、不用額

３,８６３万６,８３８円で、内訳は備考に記載しているとおりであります。 

 （２）歳出決算額の科目別内訳は令和２年度と令和元年度の比較によるものです。 

 ４、被保険者の負担状況についてです。令和２年度の歳入総額に対する被保険者負担の割合は

１４.２２％となっております。 

 ５、基金についてです。保険給付費支払い準備基金は年度中の取り崩しはなく、決算積立て

１６０万円と利息分２万３,７５２円を積立て、今年度末現在高は１億４,６７８万７,８９５円

であります。高額療養資金貸付基金は年度中の増減はなく、今年度末現在高は原資額の３５０万

円であります。 

 ６の債権については、特にございません。 

 次に、１１ページをお願いします。奨学金特別会計決算の概要について、御説明いたします。 
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 １、予算額についてです。当初予算額２,４９３万２,０００円、補正予算額５４万８,０００円、

予算現額２,５４８万円です。 

 ２、決算額についてです。歳入額２,５３５万５,７３７円、歳出額１,７０４万７,５２０円、

歳入歳出差引き残額８３０万８,２１７円で、全額が翌年度繰越額となります。 

 ３、歳入の決算額については、科目ごとの予算現額と歳入済額差引き増減を記載しております。 

 ４、歳出の決算額は科目ごとの予算現額と支出済額、不用額を記載しております。 

 続きまして、５、基金です。奨学基金は年度中の新規積立て１,３００万円、基金利息２万

８,０１２円の合計１,３０２万８,０１２円により年度末現在高は８,６０３万９,６７５円とな

っております。 

 １２ページをお願いいたします。後期高齢者医療特別会計決算の概要について御説明いたしま

す。 

 １、予算額です。当初予算額１億１,２６７万２,０００円、補正予算額５３万２,０００円、

予算現額１億１,３２０万４,０００円です。 

 ２、決算額についてです。歳入額１億１,３０８万３,４９５円、歳出額１億１,０３５万

５,２７２円、歳入歳出差引き残額２７２万８,２２３円で、この金額は翌年度への繰越額となり

ます。 

 次に、３、歳入の決算額です。科目ごとの予算現額と収入済額、差引き増減、前年度決算額を

記載しております。前年度決算額との比較は６４３万４,９５６円の増額であります。 

 ４、歳出の決算額についてです。科目ごとの予算現額と支出済額、不用額、前年度決算額を記

載しております。前年度決算額との比較は６２７万９０７円の増額であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（是石 利彦君）  引き続き水道事業会計、下水道事業会計の決算の概要について、担当課

長の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  引き続きまして、令和２年度吉富町水道事業会計決算の概要に

つきまして御説明いたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 １、収益的収入及び支出です。まず、収入につきまして当初予算額１億４,８３１万５,０００円

に補正予算額７３４万９,０００円を合わせました予算現額は１億５,５６６万４,０００円です。

支出につきましては、同じく当初予算額１億３,６４６万５,０００円に補正予算額１１４万

５,０００円を合わせまして予算現額１億３,７６１万円です。これに対しまして決算額は収入

１億５,７６８万９,１２２円、支出は１億２,３７３万９,６４７円です。収入支出差引残高は

３,３９４万９,４７５円となっています。 
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 次に、２、資本的収入及び支出です。収入につきましては、当初予算額８,３４０万円に補正

予算額２,７５０万円の減額と地方公営企業法第２６条の規定による繰越額２５０万円を合わせ

まして、予算現額は５,８４０万円です。支出につきましては当初予算額１億２,４５１万

８,０００円に補正予算額２,４０３万円の減額と地方公営企業法第２６条の規定による繰越額

２５４万１,０００円を合わせまして、予算現額１億３０２万９,０００円となっております。 

 これに対しまして決算額は収入４,３８０万１,０００円、支出は９,１９５万７,４７５円で、

収入支出差引残高はマイナスの４,８１５万６,４７５円となっています。この資本的収入額が資

本的支出額に不足する額４,８１５万６,４７５円は、過年度損益勘定留保資金４,４７０万

８,８４２円と当年度消費税及び地方消費税、資本的収支調定額３４４万７,６６３円で補填をい

たしております。 

 続きまして、３、契約の要旨でございます。令和２年度における契約のうち、代表的なものを

掲載をしております。 

 ４、業務についてであります。年度末給水人口のほか記載の項目につきまして、令和２年度と

令和元年度を比較して掲載してございます。年度末給水人口は令和元年度に比べ７４人も減とな

っております。 

 ３行目、年間配水量は６,５１７立方メートルの減であり、５行目、年間給水量は６,４１１立

方メートルの増となっています。年間配水量は昨年度より減り、一方年間給水量は増えておりま

す。これは、令和元年度に発生いたしました本管の漏水が関係しているためであります。令和

２年度は大きな漏水は発生せずに済みましたので、一番下の行、有収率につきましても令和元年

度９２.９３％であったのが令和２年度は９４.８７％と１.９４％上昇しております。今後も

日々の配水量管理におきましては入念な監視を行い、漏水防止に努め、有収率の維持及びさらな

る向上を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、５、企業債及び一時借入金の概要です。企業債につきましては、第３配水池築造工事と、

下水道工事に伴う本管布設替え工事分が主なものであり、前年度末残高５億７,３７３万

４,９７９円に、本年度借入高１,６６０万円を加えまして本年度償還高２,６８３万２,５２５円

を差引きまして本年度末残高は５億６,３５０万２,４５４円となっております。一時借入金はご

ざいません。 

 ６、令和２年度水道事業会計固定資産明細でございます。固定資産の年度当初現在高は２１億

５,８５１万４,０６６円で、当年度増加額は５,９２０万４,５００円、当年度減少額は

１,０８３万５,４９１円、差引きいたしました年度末現在高は２２億６８８万３,０７５円です。 

 最後に、当年度減価償却増加額は３,３８２万１,１３７円、当年度減価償却減少額は９９９万

２,１８７円で、減価償却累計額総計は８億４,０９０万１,４３５円となっており、年度末償却
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未済額は１３億６,５９８万１,６４０円であります。 

 以上で、令和２年度吉富町水道事業会計決算の概要についての御説明を終わります。 

 続きまして、１４ページをお願いいたします。 

 令和２年度吉富町下水道事業会計決算の概要につきましてでございます。 

 １、収益的収入及び支出です。収入につきましては、当初予算額は２億９,０８７万９,０００円

で、補正予算額はマイナスの１,７４１万５,０００円、予算現額は２億７,３４６万４,０００円

です。支出につきましては当初予算額２億７,３０４万９,０００円に、補正予算額マイナスの

１,２５８万３,０００円、予算現額は２億６,０４６万６,０００円です。これに対しまして決算

額は収入２億７,８４６万６,４０２円、支出は２億５,５５５万２,９６４円で、収入支出差引残

高は２,２９１万３,４３８円となっております。 

 次に、２、資本的収入及び支出です。収入につきましては、当初予算額２億９,７２０万

８,０００円に補正予算額６８０万８,０００円と地方公営企業法第２６条の規定による繰越額

１,１１０万円を合わせまして予算現額３億１,５１１万６,０００円です。支出につきましても

当初予算額３億９,９６７万２,０００円に補正予算額マイナス７８８万円と地方公営企業法第

２６条の規定による繰越額１,１７０万円を合わせまして予算現額４億３４９万２,０００円とな

っております。 

 これに対し、決算額は収入２億７,４６１万１,８００円、支出は３億６,３７２万８,３５０円

で収入支出差引残高はマイナスの８,９１１万６,５５０円となっております。この資本的収支額

が資本的支出額に不足する額８,９１１万６,５５０円は過年度損益勘定留保資金９０２万

７,５６２円と当年度損益勘定留保資金６,６１２万５,８０４円、当年度消費税及び地方消費税

資本的収支調定額１,３９６万３,１８４円で補填をいたしております。 

 続きまして、３、契約の要旨でございます。水道事業同様に令和２年度における契約の中から

抜粋して掲載をしております。 

 ４、業務についてであります。行政区域内人口のほか記載の項目につきまして令和２年度と令

和元年度を比較したものでございます。行政区域内人口は令和元年度に比べ２６人の減となって

おります。処理区域内人口は４,０１０人、下水道事業区域の拡張に伴う１４０人の増、水洗化

人口は２,１３０人、下水道供用開始区域の拡張に伴いまして１９０人の増、年度末処理戸数も

９６４戸と９４戸の増となっており、普及率は令和２年度５９.６９％となりまして２.３１％の

増、有収水量も下水道使用者の増加に伴いまして対前年水量より２万８４８立方メートル増の

２３万７,７６２立方メートルとなっております。下水道事業は着実に使用区域を広げ、使用者

を増やし、普及率を伸ばしているところでございます。設備投資をするからには多くの皆さんに

使用していただきたいと思います。今後も引き続き下水道接続者の増加推進に努めてまいりたい
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と思います。 

 次に、５、企業債及び一時借入金の内容です。企業債につきましては、前年度末残高２６億

７,７３９万７,８０１円に、今年度借入高１億８,９４０万円加え、本年度償還高９,９７２万

１,５２８円を差引きまして、本年度末残高は２７億６,７０７万６,２７３円となっております。

一時借入金はございません。 

 ６、令和２年度下水道事業会計固定資産の明細でございます。固定資産の年度当初現在高は

５２億１,５９２万７,７９４円で、当年度増加額は２億６,８２４万３,７８６円、当年度減少額

は２,６３２万３,１１０円、差引きました年度末現在高は５４億５,７８４万８,４７０円です。 

 最後に、当年度減価償却増加額は１億５,２１３万８,６１８円、当年度減価償却減少額は１万

８７０円、減価償却累計額合計は３億１０１万６,８７７円となっており、年度末償却未済高は

５１億５,６８３万１,５９３円となっております。 

 以上で、令和２年度吉富町下水道事業会計決算の概要についての説明を終わります。 

○議長（是石 利彦君）  決算の概要説明が終わりました。 

 引き続き、議案第４０号令和２年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４０号令和２年度吉富町一般会計歳

入歳出決算の認定については、本日は決算書の内容について執行部からの説明を受けることにと

どめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４０号令和２年度吉富町一般会

計歳入歳出決算の認定については、本日は決算書の内容について執行部からの説明を受けること

にとどめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決しました。 

 それでは、決算書の一般会計歳入歳出決算事項別明細書１ページから順を追って説明を求めま

す。 

 １ページ。会計管理者。税務課長、失礼しました。 

○会計管理者（別府 真二君）  それでは１ページ及び２ページにわたり１款町税について説明い

たします。 

 町税額は前年度より３,４４５万１,９４７円の増加で、８億５,２２２万４,９３８円です。税

別内訳では、１項町民税は１,０１７万５,７７８円の減額、１目個人町民税は２９６万

９,３２２円の増額、２目法人町民税は１,３１４万５,１００円の減額、２項固定資産税は

３,４１４万４,６００円の増額、３項軽自動車税が６８万３,０００円の増額、４項たばこ税が

９８０万１２５円の増額です。 
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 収入済額は前年度より３,６４８万９,０８４円増加の８億６９５万１,４２８円です。不納欠

損額は１４万８,６００円で前年度より１１７万９,０８７円の減となってます。固定資産税にお

ける４件がその対象でありまして、相続放棄に伴う相続人不存在の案件２件、法人倒産による所

有者不明の案件２件でありました。滞納者は１８４人で前年度より１６人減少しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  では、もう一度。決算書の一般会計歳入歳出決算、事項別明細書１ペー

ジ、税務課長の説明が終わりました。 

 では、引き続き１ページ、２ページ、３ページ、４ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ４ページ一番上の３項森林環境譲与税５３万円についてです。

これは、令和元年度より施行された森林環境譲与税です。これを活用してこどもの森に巣箱４台、

クリラック３台、テーブル２台を設置いたしました。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４ページありませんか。５ページ。６ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ６ページです。９款１項１目地方交付税で予算額１１億

９,２５４万７,０００円に対し調定額、収入済額ともに１２億１,０４８万７,０００円でござい

ます。内訳としましては、１節普通交付税が予算額、調定額、収入済額全て１１億２,０１９万

４,０００円、２節特別交付税が予算額７,２３５万３,０００円に対し調定額、収入済額がとも

に９,０２９万３,０００円でございます。普通交付税につきましては対前年度比で約４.４％の

増となっており、特別交付税は１.５％の増となっております。特別交付税は３月下旬に金額が

確定するため、予算額と収入済額に差が生じたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ７ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １１款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負担金１節児

童福祉費負担金でございます。調定額２,８２５万５,７６０円に対しまして収入未済額は

１７０万６,１１０円になっております。その内訳ですけれども、調定額のうち現年調定分が

１,９９６万４,０１０円に対しまして収納額が１,９８３万８,６２０円で収納率は９９.３７％、

滞納者は２名でございます。 

 また調定額のうち、滞納繰越分の調定額は１６７万７,２２０円に対しまして収納額が１６万

８,０００円で収納率は１０.０３％、滞納者は１０名でございます。 

 放課後児童クラブの調定額６５４万９,７３０円に対しまして収入未済額が７万１,５００円に

なっております。その内訳ですけれども、調定額のうち現年分調定額が６５３万３,２３０円に

対しまして収納額が６４６万１,７３０円で、収納率は９８.１１％、滞納者は２名でございます。



- 14 - 

調定額のうち滞納繰越分の調定額は１万６,５００円に対しまして収納額が１万６,５００円で収

納率は１００％でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８ページ。住民課長、失礼しました。 

○住民課長（石丸 順子君）  １１款１項３目総務費負担金２節築上東部乗り合いタクシー事務費

負担金です。予算額３万３,０００円のところ調定額、収入済額ともにゼロ円でございます。こ

の負担金は上毛町と共同運行している築上東部乗り合いタクシーの運行について、本町が地域公

共交通会議を主催し、上毛町からその費用の７割を負担金として受け入れるものです。令和２年

度は会議を開催する案件がなかったため支出がなく、負担金収入もございませんでした。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８ページよろしいですか。９ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  １２款１項１目２節住宅使用料でございます。調定額２,８９０万

２,８７１円に対しまして収入未済額３３７万５,４７１円でございます。内訳は現年度分が調定

額２,５５０万９,２００円に対しまして収納額２,５３３万５,５００円で収納率が９９.３２％、

滞納者は６名でございます。滞納繰越分は調定額３３９万３,６７１円に対しまして収納額が

１９万１,９００円で収納率５.６５％、滞納者は９名でございます。 

 ５節住宅共益費でございます。調定額２７７万９,３００円に対しまして収入未済額が３１万

２,９００円でございます。内訳は現年度分が調定額２５０万１,９００円に対しまして収納額が

２４５万１,４００円で収納率９７.９８％、滞納者は７名でございます。滞納繰越分は調定額

２７万７,４００円に対しまして収納額が１万５,０００円で収納率５.４１％、滞納者は５名で

ございます。 

 ６節駐車場使用料でございます。このうち町営住宅駐車場使用料といたしまして調定額

１４１万９,９００円に対しまして収入未済額２３万５,６００円でございます。内訳は現年分が

調定額１４３万４,９００円に対しまして収納額１４０万９,９００円で収納率９８.２６％、滞

納者は４名でございます。滞納繰越分は調定額２２万６００円に対しまして収納額が１万円で、

収納率４.５３％、滞納者は５名でございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １０ページ、１１ページ、１２ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  １３款１項１目３節障害者福祉費負担金でございます。予算額

９,６８０万６,０００円に対しまして調定、収入済額ともに１億６７万９,８７６円でございま

す。主な理由といたしましては、真ん中の障害児入所給付費及び入所医療費等負担金で所要見込

み額の減額による変更申請をし、３月の補正で減額補正を行いましたが、当初の事前協議での決



- 15 - 

定額が交付されたことによるものでございます。予算額２,０８６万５,０００円に対しまして

２,４７３万７,３２６円が交付されております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １２ページ、１３款１項２目衛生費負担金１節保健衛生費負

担金でございます。予算額２,６３６万７,０００円に対しまして調定額、収入済額ともに５１万

２,２４６円となっております。この差額につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種対

策費負担金補助率１０分の１０の２,５８８万円が全額繰越事業となっている関係でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １３ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １３款２項１目５節子育て世帯臨時特別給付金でございます。

コロナによる国の事業でございまして、対象者は令和２年４月の児童手当受給者で児童１人当た

り１万円の給付となっております。これに伴う事務費については電算のシステム改修費等がこの

補助対象となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １４ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １４ページ、７節保育対策総合支援事業費補助金でございま

す。町立及び町内認可保育所に最大５０万円のコロナ対策費を支給するものです。 

 同じく１４ページ１３款２項２目２節の失業予防対策事業費補助金でございます。新型コロナ

ウイルス、これにつきましては予算額３,２１９万５,０００円に対しまして調定額５００万

１,０００円でございます。これにつきましては、これも先ほど同様、新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保事業費補助金１０分の１０が２,７１３万３,０００円繰越事業となっている関

係でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ３目土木費補助金１節の社会資本整備総合交付金です。一番上

にあります定住化促進分１８７万４,０００円につきましては、定住化事業の申請額４０２万

２,０００円、交付率の４５％を乗じた１８９万円から過年度分調整額の１万６,０００円を差し

引いた金額でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  同じく１節社会資本整備総合交付金でございます。予算額５,５１５万
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７,０００円に対しまして調定額、収入済額ともに４,５２０万４,０００円と差額が９９５万

３,０００円出ております。この内容についてでございます。備考欄の上から２番目、社会資本

整備総合交付金町営住宅分１,７１５万５,０００円ございますが、こちらは幸子団地の改修事業

に伴う国庫補助金でございますが、この改修事業につきましては前金払い以外につきましては令

和３年度に繰り越しをしたためその差額分約５００万円が繰り越しとなっております。さらにも

う２つ下ですが、社会資本整備総合交付金、狭隘道路整備分、こちらがゼロ円となってます。こ

ちらは小犬丸玄光院線の道路改良工事につきまして用地買収が少し時間がかかった関係上、令和

３年度全額繰り越した関係で、その分、合わせまして差額が出ております。 

 その下、社会資本整備総合交付金（道路整備分）というものがゼロ円となっておりますが、こ

ちらは国のメニュー替えによりまして、次のページになりますが、１５ページの上から２番目の

道路更新防災対策事業費補助金のほうへ移行したためゼロ円ということになっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  同じく１節社会資本整備総合交付金で福祉保険課分といたしま

して、上から３番目、社会資本整備総合交付金家賃低廉化事業分２,３９９万３,０００円でござ

います。こちらにつきましては山王団地１７戸、別府団地３５戸分でございます。補助率は

５０％となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １５ページ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  ４目教育費補助金１節教育費補助金、予算額２,５４４万７,０００円

に対して調定額、収入額ともに１,７１７万３,０００円で差額８２７万４,０００円について説

明します。備考欄３番目の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金はＧＩＧＡス

クール構想の小学校校内ＬＡＮ整備事業に対する国庫補助金で、繰越事業であります。補助対象

工事費を２,２００万円の２分の１の１,１００万円と事業費分１１万円を予算計上しておりまし

たが、補助対象工事費が最終的に５６１万円と大幅に減少したため、国庫補助金決定額が

８２７万７,０００円減の２８３万３,０００円となったためであります。 

 次に、その下、公立学校情報機器整備事業補助金です。これがＧＩＧＡスクール構想のモバイ

ルルーター購入費１１１万２,０００円とタブレットパソコン購入費３,４７６万円に対する国庫

補助金で、予算額と同額の１,２７０万５,０００円でありました。 

 その下、学校保険特別対策費事業費補助金です。小学校がコロナ対策として購入した空気清浄

機などの購入費、合計３６３万７,１５０円に対する国庫補助金で、予算額より４,０００円増の

１５９万４,０００円でありました。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  すいません、その上の２節道路更新防災対策事業費補助金でござい

ます。先ほど少し触れましたが、こちら予算額４,７８６万９,０００円に対しまして調定額、収

入額が２８３万９,０００円、差額４,５０３万円の差額でございます。この内容につきましては、

この事業につきましては佐井川橋の補修事業に係る経費でございまして、令和２年度に入札が

２回不調になった後、業者が決定するということで、入札に時間がかかったこと、そして橋脚の

上部の製作に時間がかかったこと、そして春先の出水期にかかってしまうということで、これは

事業を令和３年度に繰り越しを行っています。ですので、大半が令和３年度に繰り越された結果、

その差額ができているということでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ５目総務費補助金２節地方創生推進交付金でございます。これ

につきましては交流マルシェ、創業スクール、チャレンジショップなどの委託料にまちづくり会

社運営支援と空き家店舗活用事業助成金を加えた２,２４５万５,９８０円に交付率の５０％を乗

じた金額でございます。なお、予算額と収入済み額の差額につきましては令和３年度へ空き家店

舗活用事業を繰り越しておりますので、この未収入特定財源となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １５ページいいですか。１６ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  中ほどです。６目農林水産業費補助金１節水産基盤整備費事業費補

助金でございます。予算額８,２３０万円に対し、調定額、収入額ともに５,３２５万円、差額

２,９０５万円が出ております。この差額の内容ですが、こちらの事業につきましては漁港関連

の事業費のうち漁港の泊地区内浚渫工事、こちらがその前に工事を行っておりました単独航路の

浚渫工事、さらに災害復旧による単独航路の浚渫工事が入ってきたため、工期が延伸し、小祝の

ノリの漁業者の要望による延期、これに伴いまして繰り越した金額でございます。 

 続いて、その２つ下でございます。３節災害復旧事業費補助金１,８７９万８,０００円、こち

らにつきましては令和２年度の７月豪雨災害により埋塞いたしました単独航路の浚渫工事行った

ものでございます。補助率は０.６６７ということでございました。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １６ページよろしいですか。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は５分後、１１時５分ですね。５分といたします。 

午前11時01分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午前11時06分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 引き続き１６ページ、よろしいですか。１７ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  １７ページ、一番上のプレミアム付き商品券事業補助金１２４万

５,３００円です。これは、令和元年度の消費税引上げに伴う住民税非課税者、子育て世帯への

影響を緩和するための国庫補助事業の繰越事業です。使用された商品券のプレミアム分の２割相

当額でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １８ページ、１９ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  すみません。ページを間違えました。失礼いたしました。 

○議長（是石 利彦君）  １９ページ、２０ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ２０ページの２節児童福祉費補助金の上から７番目、福岡県結

婚新生活支援事業費補助金でございます。 

 これにつきましては、福岡県の新婚生活支援事業費補助金交付要綱に基づいた補助金でござい

まして、その要件は世帯所得が３４０万円未満、夫婦ともに３４歳以下、県の要項が制定された

令和２年１月１日以降に入籍された新婚世帯に限るという条件が付されております。このため、

令和２年度の町への申請世帯は１８世帯ありましたが、そのうち県の条件に９世帯が該当し、そ

の対象金額が９５万１,４５０円、この５０％が県補助金となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２１ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ２１ページ、８節新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業費補助金でございます。これにつきましても、町立及び町内認可保育所に最大５０万円のコロ

ナ対策費を支給するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２２ページ、２３ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  １４款３項１目４節選挙費委託金で、予算額４９２万７,０００円

に対し、調停額、収入済額ともに１２４万９,２４９円でございます。 

 これは、令和３年４月１１日執行の福岡県知事選挙において、令和２年度に要した費用として

福岡県から交付されたものでありますが、予算としては、年度をまたいで必要な額全額を予算措

置しておりましたので、そのうちの令和３年度執行分として３３４万５,０００円について繰り

越しをしたため、予算額と収入金額に差額が生じたものでございます。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２４ページ、２５ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ２５ページです。１６款１項寄附金１目１節一般寄附金で、予

算額１,０００円に対し、調停額、収入済額いずれも１２万円でございます。これは、２件２名

の方から頂いた寄附でございます。 

 同じく、２目１節ふるさと吉富まちづくり応援寄附金で、予算額３,０００万円に対し、調定

額、収入済額ともに３,０４２万３,０００円でございます。令和２年７月から、ふるさと納税に

対する返礼品を開始したことによりまして、前年度の２６６万２,０００円から大幅に増加して

おります。このうち、ふるさと納税専用サイトでありますさとふるを経由した寄附が１,３５４件、

１,５２９万３,０００円、企業版ふるさと納税が１,０００万円、町への直接の申出による寄附

が、２名から計５１３万円となっております。 

 なお、この２名のうち、１名の方からは５００万円の寄附を頂いております。この方からは令

和元年度にも２００万円、そして今年度もまた３００万円の御寄附を、まちづくりにぜひお役立

ていただきたいということでお申出を頂いたところです。大変ありがたく、その御行為に感謝し、

大切に活用させていただきたいと考えております。 

 また、企業版ふるさと納税は、１社から、町が現在進めておりますかわまちづくり事業に関わ

る地域教育事業に活用していただきたいとの申出を頂き、寄附を頂いたところでございます。 

 ふるさと納税につきましては、今後も返礼品をより充実させ、また、さとふる以外のふるさと

納税専用サイトも活用しながら、幅広く募集を募り、寄附額の増加につなげてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２６ページ、２７ページ、２８ページ、２９ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  下のほうです。２目土木債についてです。１節公共事業等債です。

この起債につきましては、国庫補助事業の補助裏の単費に９０％を充当する起債でございます。 

 まず、右の備考のところで、公共事業等債（社交金道路整備分）０円となっておりますが、こ

れは、先ほど説明をいたしました狭隘道路小犬丸玄光院線の繰越しに伴い、令和３年度に

３８０万円繰り越した関係で０円となっております。 

 その下、公共事業等債（道路更新防災対策事業）こちらも先ほど説明をいたしました佐井川橋

補修事業に係る繰越し分でございます。今年度の１９０万円につきましては、設計費及び補償費

についての支払いについての補助裏の１９０万円、残りの３,１００万円が令和３年度に繰り越

して活用するということで差額が出ております。 

 続きまして、その下、２節公共住宅建設事業債、こちらにつきましては、現在整備を行ってお
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ります幸子団地の改善等改修工事事業に伴うものでございまして、こちらも同様に令和３年度に

繰越しをして事業を行った関係で、予算額と収入済額に５,７１０万円の差額が出ているもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２９ページ、福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  ２９ページ、上のほうになります。１９款３項１目５節の雑入

のうち、下から２番目、長寿社会づくりソフト事業費２４０万円でございます。これにつきまし

ては、市町村が高齢社会対策大綱の実現に資するために行う事業に対し、公益財団法人地域社会

振興財団が交付金を交付するもので、地域福祉計画及び高齢者福祉計画の合併事業に交付を受け

たものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３０ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  ３０ページ、一番上でございます。３節地方道路等整備事業債

４７０万円でございます。こちらは、県のけやき通り県道山内吉富線の景観整備事業の町負担分

に係る起債で充当率９０％のものです。県の事業費については２,１００万円、そのうち４分の

１が町負担となっております。 

 続きまして、３目農林水産債１節公共事業等債、予算額７,４００万円、調停額、収入額とも

に４,７８０万円、差額が２,６２０万円出ております。こちらにつきましては、先ほどと同様、

漁港の泊地の浚渫工事を令和３年度に繰り越した関係でその差額が出ております。 

 続きまして、一番下でございます。５目教育福祉施設等整備事業債１節社会福祉施設整備事業

債、こちらにつきましては、こどもの森空調設備更新及び内部改修工事及び工事管理業務に対し

ての起債でございます。 

 この上にあります１節につきましては、全体の事業費から、後ほど説明をいたします下にあり

ます起債を差し引いた分、起債を２種類上げておりまして、その差し引いた分の起債額でござい

ます。 

 その下の２節の施設整備事業（一般財源化分債）につきましては、工事の内容のうち、管理費

を除いた工事費に係るものについて起債した金額でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  危機管理室長。 

○危機管理室長（友田 哲也君）  ３０ページ、真ん中辺を御覧ください。 

 ４目緊急防災・減災事業債でございます。この中、予算現額１億８,９２０万円の中でござい

ますが、そのうち当初予算額のところを御覧ください。１億７,３２０万円、この分が防災分の
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起債になっております。 

 内容としましては、防災行政無線戸別受信機デジタル化更新工事となっております。調定額、

収入済額を御覧ください。１億１１０万円、このうちの８,６００万円がその工事分になってお

ります。この分に関しては、令和２年度に実施した事業分ということで、１００％起債いただけ

るということでさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３０ページよろしいですか。３１ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ６目一般補助施設整備等事業債の地方創生交付金事業でござい

ます。この調停額ゼロにつきましては、令和３年度への空き家店舗活用事業を繰り越しておりま

すので、その未収入特定財源となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ８目１節減収補填債で、予算額１,３７２万８,０００円に対し、

調停額、収入済額いずれも４７１万３,０００円でございます。 

 減収補填債は、特定の税目について、交付税の算定において見込んだ額よりも実際の収入が少

なかった場合に、歳入不足を補うために借入れが可能な起債でございます。通常であれば借入金

額分は翌年度以降の交付税の算定において減額をされて精算をされるという仕組みになっており

ますが、令和２年度に限り、コロナ対策として対象となる税目が広がり、かつ借入金額分も翌年

度以降で減額をされないということで、いわゆる実質的には交付金のような形で借入れをするこ

とができることとなりました。そのため、対象となる金額全てを借入れすることといたしました

が、予算措置の段階で金額が確定しておらず、借入れは予算の範囲内でしかできませんので、全

額が借入れ可能となるよう十分な余裕を見て予算措置をしたため、収入済額が予算額よりも減額

となったものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３２ページ、３３ページ歳出、３４ページ。未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費で、

合計３万２,０００円の予算流用と予備費充用をいたしております。備考欄に記載しております

が、財産管理費へ流用３万８,０００円、これは財産管理費の需用費が不足いたしましたので、

２月２日付で３万８,０００を流用いたしております。 

 その下の予備費から充用７万円、これは毎年１１月に行っている町の表彰者への記念品代、賞

状の額縁等の予算が不足いたしましたので、１０月２１日に６万円、１１月２日に１万円を予備

費充用いたしております。 



- 22 - 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３５ページ。未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  下の８節報償費で４０万円の不用額が出てお

ります。この主なものは、政策推進アドバイザー謝金で、９０回分の予算４５万円を計上してお

りましたが、実績で２８回、１４万円支出いたしましたので、不用額が出ております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３６ページ、３７ページ、３８ページ。未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  ５目財産管理費で予備費充用、予算流用で合

計５６万３,０００円が出ております。備考欄にございますように、一般管理費からの流用とい

うことで３万８,０００円、これは先ほど説明いたしたとおりでございます。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  引き続き、同じ項目を説明させていただきます。 

 続いて予備費から充用ということで１万円の充用でございます。これは１２節、１番下ですね、

役務費の中の自動車損害保険料につきまして、当初予算で見込んでおりました金額に対して、実

際の請求額が上回り予算不足が生じたため、不足分について予備費から充用させていただいたも

のでございます。 

 同じく、５目財産管理費、新型コロナウイルス感染症対策予備費から５１万５,０００円の充

用でございます。これは、４０ページのほうになりますけれども、４０ページの一番上ですね、

１５節工事請負費で新型コロナウイルス感染症対策のため、庁舎１階の飛沫防止用カーテンの取

付けを緊急に行うために２７万９,０００円、それから１８節、その下の備品購入費のうち、役

場庁舎内の会議室等にウイルスの抑制が可能な空気清浄機３台を緊急に設置するため２３万

６,０００円、合わせて５１万５,０００円を充用したものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３９ページ、未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  一番下の工事請負費で１６１万９,９００円

の不用費が出ております。この主なものは、防犯カメラ設置工事で、１１８万６,９００円の執

行残が出ております。防犯カメラ設置工事費は、予算は３１９万円を計上で出しておりましたが、

当初は全てのカメラ設置箇所にポールを設置するという予定で予算を確保しておりましたけども、

町が設置した１０か所中１か所のポール設置にとどまったことと、あと入札による執行残でござ

います。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４０ページ、地域振興課長。 
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○地域振興課長（軍神 宏充君）  ６目委託費８節報償費の定住化奨励金４５２万５,６８２円に

ついてです。これにつきましては、町内に住宅を新築、建て替えまたは購入された方に対して、

家屋及び土地に課税される固定資産税相当額を奨励金として３年間交付する制度でございます。

平成２９年から令和元年の取得分が対象となり、７０件の申請がございました。予算は７５件分

で計上しており、不用額はその差額分の５０万８,０００円となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４１ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  １９節負担金補助及び交付金で、予算額８２３万８,０００円

に対し、支出済額７０９万２,８００円、不用額１１４万５,２００円となっております。この不

用額は、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金についてでございます。全国の市町村

が一括して事務を委任しております地方公共団体情報システム機構が、事務に要した経費を人口

割で市町村に請求するものでありますが、当初示された見込額よりも実際の事務に要した経費が

減少したことから、町の支払額も減少したものでございます。年度末に金額が確定することから、

減額補正ができる不用額となったものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４２ページ、４３ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ２款１項１２目諸費で１万４,０００円を予備費から充用して

おります。これは、非常勤職員公務災害補償保険料１２節になりますが、こちらについて当初予

算算定時に比べ対象者が増加したことから予算が不足したため充用したものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  危機管理室長。 

○危機管理室長（友田 哲也君）  ４３ページ、中ほどを御覧ください。２款１項１１目防災無線

費の１５節工事請負費について御説明いたします。 

 先ほど、起債のところで申し上げました防災行政無線戸別受信機デジタル化更新工事がここに

当たります。この工事は令和２年度と令和３年度の２か年で行う事業になっておりまして、予算

額が１億７,３２０円となっています。 

 そのうち、令和２年度で機器購入費としまして８,６００万円を支出しております。その主な

内容としましては、戸別受信機を２,５００台、屋外アンテナを７００本、受信機に行政区等の

設定が必要になりますので、それを設定するための機械などになっております。予算額から支出

した金額の差し引いた残額のうち、８,７１３万４,０００円を令和３年度事業に繰越しをさせて

いただいております。一部不用額が１２万９,０００円となっております。 

 以上です。 
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○議長（是石 利彦君）  ４４ページ、４５ページ、４６ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  １５目まち・ひと・しごと創生事業費の１３節委託料の一番上

にあります交流マルシェ企画運営業務委託料７５５万５,４６０円により、駅前と河川敷でマル

シェを３回実施しております。 

 その下の創業者支援スクール企画運営業務委託料２８９万９,３８０円により、創業を目指す

延べ４５名の方に５回の研修を行いました。 

 その下の地方創生広告作成業務委託料１５０万円につきましては、８７ページの商工総務費の

委託料の観光マップ、散策マップ作成業務委託料１７８万３,５００円と合算し、これまで観光

パンフレット、散策マップ、移住定住ＰＲパンフレットと３種類に分かれていました冊子の統一

化を図り、新たに町のオフィシャルマガジンとして２万部を、手提げ袋を３,０００部制作いた

しました。 

 ４６ページに戻りまして、先ほどの地方創生広告作成業務委託料の２つ下のチャレンジショッ

プ運営業務委託料２７９万１,１４０円により、３店舗の新規開店支援と経営指導を行っており

ます。 

 続いて、１９節の負担金補助及び交付金の上から４番目の新婚家庭新生活応援補助金７５３万

１,４５０円より、少子化対策として新規分１８件、更新分６０件の助成を行いました。 

 その下の女子集客のまちづくり、空き家活用事業推進補助金２２１万円は、まちづくり会社が

事業主体となって、現在ホームページやポスターで募集しております空き家を改修し店舗化する

事業でしたが、コロナ禍により入居者選考が難航し繰越事業となりました。令和２年度分の事業

内容は、土地家屋の取得費、登記手数料、広告費、基本設計料などとなっております。その下の

女子集客のまちづくり活性化促進事業推進助成金７００万円は、まちづくり会社への運営業務の

一部を助成したものでございます。 

 この１９節の不用額の主な要因といたしましては、上から３番目の創業促進事業助成金につい

て、複数の相談がありましたが申請まで至らず、６件分の３００万円が不用額となっております。

ほかには新婚家庭新生活応援補助金の３件分、約６０万円が不用額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  同じく１５目１９節負担金補助及び交付金の備考中、一番上の空き

家改修事業補助金です。予算額はこの節の予算額３,３３８万円のうち２００万円、決算額は

８２万９,０００円、不用額は１１７万１,０００円です。空き家バンクに登録した家屋の改修工

事費用の２分の１を限度額５０万円で、また家財処分費用の２分の１を限度額１０万円で補助す

るものです。令和２年度は改修事業２件、家財処分１件に補助をしています。 
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 その下の空き家バンク利用促進補助金です。この補助金の予算額は２５万円、決算額は１８万

６,３００円、不用額は６万３,７００円です。空き家バンクを介して物件を賃貸または購入され

た方に対し、仲介手数料の一部を５万円を限度に補助するものです。令和２年度は賃貸１件、売

買３件に補助をしております。この改修事業補助金、利用促進事業補助金ともに、令和２年度末

までの交付申請が可能であったため、減額補正は行わず、執行残が生じております。 

 続きまして、１６目交通政策費でございます。こちら予備費から１万円を充用いたしておりま

す。この充用先は１１節の需用費の消耗品費です。令和２年度の機構改革により、９目の交通安

全対策費から地域公共交通に関する支出項目がこの１６目に移り、交通生活費が新設されました

が、当初予算では１１節の需用費の予算がございませんでした。巡回バスの回数券を令和２年

８月から販売を開始するため、回数券を作成するために改ざん防止用紙を購入する必要があり、

７月に１万円を予備費から充用させていただいたものです。 

 なお、需用費の予算額４万４,０００円は予備費充用の１万円に加え、９月補正で１万

４,０００円、１２月補正で２万円を予算計上したものです。 

 続いて、その下の１３節委託料です。こちらは執行残が多くなっております。予算額１,０４１万

円、決算額は８４２万４,３７２円、不用額は１９８万５,６２８円です。備考に記載しておりま

す３つの地域公共交通、４７ページにもまたがっておりますが、この運行経費総額を予算計上し

ておりますが、委託料の支払いの際は運行経費から運賃収入分を差し引いた額を支払うため、そ

の分執行残が生じております。執行残の内訳は、築上東部乗合タクシー運行委託料で７１万

６,１４６円、町内巡回バス運行委託料で４０万８,８６５円、コミュニティバス豊前・中津線運

行委託料で８６万６１７円でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４７ページ、ほかにありませんか。４８ページ。未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  １８目ふるさと吉富まちづくり応援事業費の

１８節備品購入費です。予算額１１万円に対しまして、執行額ゼロ、全額不用となっております。

これは、ふるさと納税事務のためパソコンを購入する予定で予算計上いたしておりましたが、既

に保有するパソコンで対応できることが可能となりましたので購入しなかったため、執行残とい

うことになっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４９ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ２０目出産育児応援特別給付金事業費でございます。１９節

負担金及び補助金で出産育児応援特別給付金４１０万円を支出しております。 

 これは、町独自の事業として、子育てに奮闘中の保護者の方に吉富町出産育児応援特別給付金
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として支出となっております。令和２年４月２８日から令和３年４月１日までに出生されたお子

様に対して、１人当たり１０万円の支給となっております。これは臨時特別給付金の対象外の新

生児が対象となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５０ページ、税務課長。 

○税務課長（別府 真二君）  １目税務総務費２３節償還金利子及び割引料において、予備費から

２７８万５,０００円を充用しております。 

 これにつきましては、法人住民税の確定申告に伴いまして、予定申告納税されておりました法

人税割額が確定申告に伴いまして、返還、還付が生じましたので、予備費を充用し、返還の手続

を行っています。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５１ページ、５２ページ、５３ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ２款４項３目県知事選挙費で予算額４９３万５,０００円に対

して、支出済額１２４万９,２４９円となっております。先ほど申しましたが、令和３年４月

１１日執行の県知事選挙の経費でありますが、年度をまたぐ選挙となったことから、令和２年度

に選挙執行に係る全額を予算措置しておりましたので、そのうち令和３年度分の経費として

３６３万８,０００円を翌年度に繰り越したものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５４ページ、５５ページ、５６ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ３款１項１目社会福祉総務費で老人福祉費へ２万５,０００円

の流用をしております。これは、５９ページのほうになりますが、老人福祉費の２節給料につい

て予算不足が生じたことから不足分を流用したものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５７ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  ３款１項１目２０節扶助費でございます。予算額１億９,８８４万

９,０００円に対しまして、支出済額１億８,５７４万３７８円、不用額が１,３１０万８,６２２円

生じております。主な理由といたしましては、高額な支出を伴う補装具費や障害者、医療事業費

において支出が少なかったこと、地域生活支援事業費の一部と軽度・中等度難聴児補聴器購入費、

エアコン購入費等助成事業費において執行がなかったことによるものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５７ページ、５８ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  ２８節繰出金でございます。国民健康保険特別会計への繰出金
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で、下から２番目の一般会計分１８７万８,５００円につきましては、新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴う１８歳以下の国民健康保険被保険者の均等割額の減免に対する繰出金でございま

す。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５９ページ、総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ３目老人福祉費で予備費から３万９,０００円を充用しており

ます。これは３節職員手当等の職員の時間外勤務手当に予算不足を生じたことから、不足分を予

備費から充用したものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６０ページ、６１ページ、６２ページ、６３ページ、６４ページ。福祉

保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  ８目老人福祉センター費でございます。１目社会福祉総務費と

３目老人福祉費から計１６万８,０００円を流用いたしております。これは、包括支援センター

が住民福祉センターひだまりに移転したことに伴って、事務所で使用する１１節需用費の光熱水

費が不足したためでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６５ページ、６６ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ３款２項１目１３節委託料でございます。予算額２億２,８７５万

円に対しまして、支出済額２億２,３２７万９,１３０円、５４７万８７０円の不用額となってお

ります。主な理由といたしましては、保育料の保育園委託料につきまして、近年の傾向から公定

価格の増額がずっとあっておりましたが、令和２年度につきましては、公定価格が減額となった

ため保育園に払う委託料の減額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６７ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  同じく１９節負担金補助及び交付金でございます。上から

３番目、保育対策総合支援事業費補助金１００万円と、一つ飛ばして、新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援事業費補助金、先ほど歳入でも説明しましたが、この分は町内の私立保育園２園

に対する各５０万円の補助金となっております。 

 中ほどの私立等保育園・放課後児童クラブ職員応援給付金につきましては、これも町独自の事

業といたしまして、町内にある保育所、学童等に勤務する保育士や学童支援に対する緊急の給付

金でございます。 

 以上です。 
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○議長（是石 利彦君）  ６８ページ、６９ページ、７０ページ、７１ページ。吉富保育園園長。 

○吉富保育園長吉富幼稚園長（鍛治 淳子君）  ３款２項５目幼保一体化施設こどもの森費としま

して、１３節委託料について、備考欄にあります４行目のＰＣＢ分析調査委託料２０万９,０００円

について御説明いたします。 

 ＰＣＢといいますものは、ポリ塩化ビフェニルという有害物質に指定されているものでありま

す。高圧電気機器使用により発生するＰＣＢ濃度について分析調査を依頼した事業でございます。

一つ飛ばしまして、給食提供業務委託料について１０５万５,３４０円について説明いたします。 

 これは、先ほど課長のほうから、建設課長のほうからも御説明がありましたこどもの森空調設

備に伴い、給食調理室が使用できなくなったことにより給食提供業務を委託した事業になります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ただいま役職をちょっと足らずに、吉富幼稚園園長（「保育園」と呼ぶ

者あり）保育園園長ですね、（「保育園長」と呼ぶ者あり）保育園長、失礼しました。吉富保育

（「吉富いらない」と呼ぶ者あり）いらない、保育園長です。 

 ６９ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ４目放課児童対策事業費１３節委託料でございます。予算額

３００万に対しまして、支出済額１４４万８,０００円、不用額が１５５万２,０００円となって

おります。この理由といたしましては、豊前市にありますひまわり学童保育の障害児学童保育の

利用者が２名でしたが、令和２年度におきまして１名となった分の減となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７０ページ、７１ページ、７２ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ４款１項１目保健衛生総務費で予備費から２万３,０００円

の充用を行っております。これにつきましては、職員手当等の中の期末手当で会計年度任用職員

の予算が不足したため、予備費のほうから３節へ２万３,０００円の充用となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７３ページ、７４ページ、７５ページ、７６ページ、７７ページ、

７８ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ７８ページです。新型コロナウイルスの関係で１５０万円の

充用を行っております。これにつきましては、マスク購入、年度当初のコロナによるマスク配布

のときのマスク代を予備費のほうから充用しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７９ページ、８０ページ、８１ページ、８２ページ、８３ページ、

８４ページ。地域振興課長。 
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○地域振興課長（軍神 宏充君）  ３目農業振興費１９節負担金補助及び交付金の上から６番目の

農業振興事業費補助金７４８万６,０００円より、９名の農業者に地域振興作物の苗代と資材費

助成１２９万５,０００円と、県事業のスマート農業機械購入助成１件分の６１９万１,０００円

を支出しております。 

 以上です。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  議長、すみません。先ほどコロナのマスク購入ということで

御説明申し上げましたが、１５０万円を予備費から充用というふうに御説明いたしましたが、

７８ページです、すみません。７４ページ、２目の予防費の需用費の中でコロナ感染拡大防止対

策に係るマスク購入として充用いたしております。すみません、失礼いたしました。 

○議長（是石 利彦君）  訂正されました。 

 ８４ページ、８５ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  上から３番目で５目農地費の１３節委託料でございます。こちらで

４４万円の繰越明許費が計上されております。これは、備考欄にあります下のため池劣化調査業

務委託料としまして、国の補正予算としまして１００％補助で劣化の調査の予算を頂いておりま

したが、そのまま令和３年度へ繰越しをいたしたものでございます。今年度に鈴熊池と舛池の調

査を予定しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８６ページ、建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  中ほどです。３目漁港管理費１１節需用費に８３万４,６６５円の

不用額が出ております。この不用額につきましては、大半が備考欄の一番下、修繕料５万

５,０００円に係るものです。予算額１００万円を予定しておりましたが、漁港内の大きな修繕

がありませんでしたので、その不用額となっております。 

 続きまして、その２つ下、１５節工事請負費でございます。こちらでも５,９３５万５,０００円

の繰越明許を頂いております。こちらは、先ほど来説明をしております漁港内の泊地の浚渫工事

を令和３年度へ繰り越したものとなっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８７ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  １目商工総務費１３節委託料の上から３番目の山国橋ライトア

ップ設備設計業務委託料９１１万３,０００円についてです。 

 本事業は地域のにぎわい創出を目的とした国土交通省の山国川沿線サイクリングロード整備事

業と相乗効果をなすものとして計画され、ライトアップの照射実験、設備詳細設計、行動調査等

を行い、イメージ写真は町のオフィシャルマガジンに掲載しております。 
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 なお、財源は中津市との定住自立圏協定により、特別交付税が措置されております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８８ページ、８９ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  ８９ページ一番下の１８節備品購入費で１４３万６,０００円を使

用しております。こちらは、トータルステーショントランシットといいますが、測量において、

距離や角度を測る測量に必要不可欠なものを１台購入させていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９０ページ、９１ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  ２目道路新設改良費１３節委託料におきまして１７６万円の繰越明

許を頂いております。こちらは、備考欄の一番下でございます、建設等調査委託料ということで、

先ほど来説明をしております佐井川橋の補修事業費のうち、建物等の調査委託料１７６万円を令

和３年度に工事と併せて繰り越した関係となっております。 

 その下、１５節工事請負費でも９,０８２万２,０００円の繰越明許を頂いております。こちら

は、町道の新設改良工事費として２件、うちの２件繰り越しております。１つ目は、佐井川橋の

補修事業として８,１３１万８,０００円、もう１件は、狭隘道路事業小犬丸玄光院線９５０万

４,０００円、この２件を繰り越した関係となっております。 

 なお、令和２年度におきましては、町道の新設改良工事といたしまして、町内１５か所を工事

を行っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９２ページ、地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  すみません、８８ページで。 

 ８８ページ、２目商工業振興費１９節負担金補助及び交付金の上から４番目をお願いいたしま

す。 

 プレミアム商品券発行事業等助成金１,９９４万４,４６１円です。これは商工会の行った商品

券事業で、プレミアム分として町の負担した２０％分です。 

 その２つ下の商品券換金負担金１６６万１,０００円は、繰越し事業として非課税、子育て世

帯向けの商品券事業で使用された額でございます。 

 なお、この節の不用額の主な内容は、売れ残った商品券２１４万４,０００円と、その１つ下

の事業者応援給付金６件分の１０５万５,６１４円に対する執行残２９４万４,０００円でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９２ページ。建設課長。 
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○建設課長（和才  薫君）  ３目河川海岸費のうち、１５節工事請負費でございます。今年度

７９３万４,３００円を執行させていただいています。町内の用排水路等の改良工事７か所を行

ったものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９３ページ、９４ページ、９５ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  ８款５項１目住宅管理費１１節需用費で、予算額４８４万円に

対しまして、支出済額３５１万８,８２８円、不用額が１３２万１,１７２円生じております。主

な理由といたしましては、光熱水費と修繕料の実績が見込みより少なかったためでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９６ページ。建設課長。 

○建設課長（和才  薫君）  一番下でございます。２目住宅建設費のうち１３節委託料でござい

ます。こちらで５８５万１,０００円を繰越明許させていただいております。内容につきまして

は、備考の幸子団地の住戸改善等改修工事の管理業務委託費、これは４４０万円と、続いて次の

ページに移りまして、同じく幸子団地の設計変更委託料１４３万円、この２つについて、工事と

ともに令和３年度に繰り越したための金額となっております。 

 なお、令和３年度にも繰り越した事業、さらに令和３年度の事業分がありますが、今年度技術

職員を採用した関係で、昨年度４４０万円ほどかかりました管理業務委託につきましては直営に

て行う予定としております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９８ページ。危機管理室長。 

○危機管理室長（友田 哲也君）  ９７ページをお願いします。 

 ９７ページの真ん中より少し下を御覧ください。１９節のところの不用額７２万４,０００円

について御説明いたします。 

 この分の主な内容としましては、消火栓工事費負担金になっております。例年２か所予算計上

させていただいていますが、令和２年度につきましては１か所の設置となりましたので不用額が

生じております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９８ページ、９９ページ、１００ページ、１０１ページ、１０２ページ、

１０３ページ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  １０款２項小学校費の予備費支出及び流用マイナス７万２,０００円

について説明します。 

 フォーユー会館に空気清浄機を２台設置する予定でありましたが、３台の購入が必要となり、
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４項社会教育費４目フォーユー会館費で１３万５,０００円を流用しました。 

 また、１目学校管理費に計上の会計年度任用職員期末手当が予算不足となりましたため、予備

費から６万３,０００円充用いたしました。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０４ページ、１０５ページ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  一番下にある１目学校管理費１５節工事請負費の不用額１,７３９万

１９０円について説明します。 

 校内ＬＡＮ整備事業で不用額が１,７３８万９,８９０円ありました。理由は、国の基準の変更

により各教室につなぐ通信配線のやり替えの必要がなくなったため、設計額が１,５１１万

４,０００円の減額となったこと、入札執行残が１２７万５,８９０円あったこと、突発的な改良

のための予算１００万円の支出がなかったことであります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０６ページ、１０７ページ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  一番上にあります２目教育振興費１８節備品購入費の不用額６７万

２,７６０円について説明します。 

 備品購入費で不用額が３９万６,０００円ありました。理由は、ＧＩＧＡスクール構想による

モバイルルーター１００台の購入費の見積り入札による執行残が３９万６,０００円あったこと、

教育用パソコン購入費の見積り入札による執行残が２４万あったことであります。 

 続きまして、１０款４項社会教育費の予備費支出及び流用１４万１,０００円について説明を

します。 

 先ほど説明いたしましたように、４目フォーユー会館費で、フォーユー会館に空気清浄機を

２台設置する予定でありましたが、３台の購入が必要となり、２項小学校費から１３万５,０００円

を流用し、また２目公民館費計上の図書室配置の会計年度任用職員期末手当が予算不足となった

ため、予備費から６,０００円を充用しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０８ページ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  一番下、１９節負担金補助及び交付金の不用額７１万７２０円につ

いて説明いたします。 

 理由は、コロナにより各種団体の活動が大幅に減ったことにより、予定より助成金支出額が減

ったためであります。不用額の内訳は、子ども会育成連絡協議会助成金３０万円、青少年育成町

民会議助成金１５万円、文化協会助成金２５万円でありました。 

 なお、各種団体からの精算額が３月以降に提出されることから、減額補正の対応ができません



- 33 - 

でした。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０９ページ、１１０ページ、１１１ページ、１１２ページ、１１３ペー

ジ、１１４ページ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  一番上に当たります１目保健体育総務費１９節負担金補助及び交付

金の不用額７０万５,７５２円について説明いたします。 

 備考欄にあります、一番上ですね、体育協会助成金でコロナの影響により実施できなかった事

業が多く４５万円の不用額がありました。郡体育協会負担金でも同じ理由で２５万２,７５２円

の不用額がありました。 

 以上であります。 

○議長（是石 利彦君）  １１４ページ、１１５ページ、１１６ページ、１１７ページまで。 

 以上で、執行部からの説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１時。 

午後０時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、議案第４１号令和２年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 それでは、決算書１ページをお開きください。 

 １ページ、２ページ、３ページ、４ページ。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。 

 歳入１ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  この決算書に反映されています世帯数、そして、人数、例えば

１８歳以下の人数、それから、短期保険証と資格証明書の発行数をお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  お答えいたします。 

 国民健康保険の世帯数につきましては、令和２年度は８９７世帯でございます。被保険者数に

つきましては、１,４０１世帯でございます。１８歳以下の被保険者につきましては、手元に資

料がございませんので、また確認いたしましてから御報告させていただきます。それと、資格証

明の発行世帯ですが、１世帯、１人となっております。短期保険証につきましては３６世帯、

５６人、うち１８歳以下は５世帯で、８名となっております。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２ページ、３ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  ３款１項１目の１節災害臨時特例補助金の説明をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  これにつきましては、新型コロナウイルス感染症による減免に

対する財政措置でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４ページ、５ページ、６ページ、７ページ、８ページ、９ページ。 

 歳出、１０ページ、１１ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  保険給付費に関連して、１人当たりの医療費は幾らでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  お答えいたします。 

 令和２年度の１人当たりの医療費につきましては、４７万５,７３１円でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  その額は、近年の推移から見てどういう状況なんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  昨年度に比べますと、７,７８６円の伸びでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  去年に比べたら伸びているということなんですけど、ずっと伸び

続けているということでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  平成２８年から２９年にかけては減額になりましたが、平成

３０年度以降は毎年伸びております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １２ページ、１３ページ、１４ページ、１５ページ、１６ページ、

１７ページ、１８ページ、１９ページ、２０ページ。 

 歳出全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、実質収支に関する調書、２１ページをお開きください。財産に関する調書、２２ページ。 
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 以上、決算書全般について。御質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  先ほどの決算の概要の説明の中に、国民健康保険税の税も減少し

ていますし、歳入総額に対する割合も下がっているんですが、今、人数をお聞きしたら去年に比

べたら減っていると思うんですが、そういうことに原因しているんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  やはり決算額が減っているというところは、被保険者数が減っ

ているというところは特に大きな要因となっていると思います。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  税務課長。補足説明。 

○税務課長（別府 真二君）  国民健康保険税に関して少しだけご説明いたします。 

 現年課税分は、先ほど保険者数の減少傾向ということもありましたが、コロナ減免額として、

総額で５２５万６,７００円を含め、前年度より８１０万５,１６６円が減少しておる状況です。

調定額ベースですが減少している状況です。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４２号令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

ページをおって質疑を行います。 

 それでは、決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ、３ページ。 

 続きまして、事項別明細書、１ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  これについても今何人でしょうか。人数を教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  お答えいたします。 

 令和２年度の被保険者数につきましては１,０９３名となっております。うち６５歳から

７４歳までの被保険者数は２８名でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  その中で、均等割の減免を受けていらっしゃる人数はどのくらい

でしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  均等割の軽減を受けていらっしゃる人数につきましては、合計
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人数でよろしいですか。それぞれの割合で。 

○議員（８番 岸本加代子君）  できればそれぞれで。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  ２割軽減が１２７名、５割軽減が１６６名、７割軽減が２５３名、

７.７５割軽減が２８２名となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  歳入、１ページ、歳入、２ページ、３ページ、４ページまで。 

 歳入全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に移ります。 

 歳出５ページ、６ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  １人当たりの医療費、額をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  １人当たりの医療費につきましては、毎年、１１月頃に前年度

の医療費が出ますので、令和２年度については、現在、数値は出ていない状況でございます。 

 令和元年度につきましては、１０６万１,３０６円となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  その額についても、推移としてはどうなんでしょう。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  平成３０年度に比べますと、４万７,４２５円増えております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７ページ。 

 歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 以上、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、実質収支に関する調書、８ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４３号令和２年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について、ページを
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追って質疑を行います。 

 決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ、３ページ。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入、１ページ、２ページ、３ページ

まで。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に移ります。 

 歳出、４ページ。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  この決算に反映されている貸付状況をお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  貸付につきましては、令和２年度は、合計、大学７名、高校生１名、

トータル８名、貸付金額は３９９万６,０００円となっています。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  とても少ないと思うんですが、決算と関係ないので答えられない

と言われるかもしれませんが、現在の貸付状況は多分改善されているんじゃないかと思うんです

けど、いかがでしょう。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  条例のほうを改正して、借りやすい、借りる方が増えるという方向

で改正しております。その結果ということで、決算とは関係ありませんが報告しておきます。 

 令和３年度につきましては、前年度、２年度が新規の貸付が３名であったところ、３年度につ

きましては、新規６名の貸付を行っております。それに基づきまして、先ほど示しました貸付継

続の方も含めまして、貸付人数が大学生、高校生等を合わせまして１１名、貸付金額が、今のと

ころの数字でいきますと６４２万６,０００円と、かなり条例改正の効果は表れると考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  ２款１項２目２５節の積立金なんですけど、基金新規積立金って

あるんですけど、これはどういうものなんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  この新規積立金というのは、近年におきましては、毎年１,０００万

円以上の積み立てがあります。これにつきましては、歳入歳出収支で、あと、翌年度の資金繰り、

一定期間、二、三か月期間の資金繰りができるものを残したところで基金のほうに積み立てるよ
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うになっております。 

 これは、２年度の収支におきまして、１,３００万円程度の基金を積み立てての、翌年度、

３年度におきまして、当分の間の資金繰りが可能ということでこの金額を計上しております。 

○議長（是石 利彦君）  歳出全般について御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、実質収支に関する調書、５ページ。 

 財産に関する調書、６ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４４号令和２年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 水道事業会計決算書、１ページと２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、３ページと４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入全般について質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に５ページ、重要な会計方針に係る事項に関する注記。 

 次に、損益計算書、６ページ。 

 剰余金計算書、７ページ、８ページ。 

 同じく７ページ、剰余金処分計算書（案）。 

 次に、貸借対照表、９ページ。 

 資産の部、１０ページ資本の部まで。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  すみません。ちょっとどこで言っていいか分からなかったので。 
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 附属書類のですね、だから決算書は１ページの収益的収入及び支出のところになると思うんで

すが、附属書類で言えば９ページなんですが、９ページの１款１項１目、原水及び浄水費のとこ

ろの額が、前年度と比較するとかなり減っていたと思います。見てみると、大きな変化というの

は修繕費になると思うんです。決してその前と比べても大きく減っているので、この修繕費が前

年度に抜本的な修繕がなされたのでこうなっているのかと思って。ちょっと確かめさせてくださ

い。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  お答えいたします。 

 水道事業費の支出、営業事業の中で、先ほど御質問がありましたとおり、修繕費が昨年に比べ

ると大幅に減額になっております。これは令和元年度におきまして、幸子浄水場のろ過装置を抜

本的に修繕をしたためであります。令和２年度においては、そういった大掛かりな修理等が発生

しておりませんので、そこが大幅な減額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  以上、決算書全般について御質疑はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  では、質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４５号令和２年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 下水道事業会計決算書、１ページと２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入全般について御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、３ページと４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、５ページ、重要な会計方針に係る事項に関する注記。 

 次に、損益計算書、６ページ。 

 剰余金計算書、７ページ、８ページ。 

 同じく７ページ、剰余金処分計算書（案）。 
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 次に、貸借対照表、９ページ。 

 資産の部、１０ページ、資本の部まで。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題になっております議案第４１号から議案第４５号までの５議案は、それぞれの所

管委員会に付託したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４１号令和２年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

福祉産業建設委員会へ。 

 議案第４２号令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、福祉

産業建設委員会へ。 

 議案第４３号令和２年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定については、総務文教委員

会へ。 

 議案第４４号令和２年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、福祉産

業建設委員会へ。 

 議案第４５号令和２年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、福祉

産業建設委員会へ。 

 以上のとおり、それぞれの委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．報告第５号 令和２年度吉富町健全化判断比率の報告について 

○議長（是石 利彦君）  日程第９、報告第５号令和２年度吉富町健全化判断比率の報告について

を議題にいたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  報告第５号令和２年度吉富町健全化判断比率の報告についてで

す。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より、令和２年度吉富町健全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告いたします。 

 健全化判断比率の４つの比率について御報告いたします。 
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 議案書１１ページを御覧ください。 

 まず、表の①実質赤字比率につきましては、令和２年度が黒字決算となっており、算定されな

いという状況ですので、横棒で表示しております。早期健全化基準の１５.０％と比較すると、

これを大きく下回っております。 

 次に、②連結実質赤字比率につきましても、令和２年度が黒字決算となっておりますので、算

定されないという状況になりますので、同じく横棒で表示しております。早期健全化基準の

２０.０％比較すると、これを大きく下回っております。 

 次に、③実質公債費比率につきましては、令和２年度８.０％となっておりまして、前年度よ

り０.５％の減でございます。早期健全化基準の２５.０％と比較いたしますと、これを大幅に下

回っております。 

 最後に、④将来負担比率につきましては、令和２年度は将来負担額が充当可能財源等を上回っ

たため、５.５％と算定されましたが、昨年度より９.７％の減となっておりますが、早期健全化

基準の３５０.０％と比較いたしますと、これを大幅に下回っております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。 

○監査委員（是石 英俊君）  令和２年度吉富町健全化判断比率の報告について、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、その意見は次

のとおりであります。 

 審査対象は、令和２年度の財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

であります。審査終了日は令和３年８月２６日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類等を慎重に審査した結果、適正に作成され法令等に照らし

財政規模の算出過程に誤りはなく正確であると認められました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値を大幅に下回っており良

好であると認めました。 

 令和３年８月３１日、吉富町監査委員矢岡匡、同是石英俊。 

○議長（是石 利彦君）  以上で報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．報告第６号 令和２年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１０、報告第６号令和２年度吉富町水道事業会計資金不足比率の

報告についてを議題にいたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  それでは、議案書の１３ページをお願いいたします。 
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 報告第６号令和２年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により、令和２年度吉富町水道事業会計資金不足比率につきましては、資金不足は発生せず算定

されませんでしたので、監査委員の意見をつけてその旨御報告をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。 

○監査委員（是石 英俊君）  令和２年度吉富町水道事業会計経営健全化審査意見について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、

その意見は次のとおりであります。 

 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記録した書類でありまして、

審査終了日は令和３年８月２６日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類など慎重に審査した結果、適正に作成され、法令などに照

らし、財政規模の算定過程に誤りはなく正確であると認めました。詳細につきましては、審査意

見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っており、良好であると認めまし

た。 

 令和３年８月３１日、吉富町監査委員矢岡匡、同是石英俊。 

○議長（是石 利彦君）  以上で報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．報告第７号 令和２年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１１、報告第７号令和２年度吉富町下水道事業会計資金不足比率

の報告についてを議題にいたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  議案書の１５ページをお願いいたします。 

 報告第７号令和２年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により、令和２年度吉富町下水道事業会計資金不足比率につきましては、資金不足は発生せず算

定されませんでしたので、監査委員の意見をつけてその旨御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。 

○監査委員（是石 英俊君）  令和２年度吉富町下水道事業会計経営健全化審査意見について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、

その意見は次のとおりでます。 
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 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記録した書類でありまして、

審査終了日は令和３年８月２６日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類などを慎重に審査した結果、適正に作成され、法令などに

照らし、財政規模の算定過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており、良好あると認めました。 

 令和３年８月３１日、吉富町監査委員矢岡匡、同是石英俊。 

○議長（是石 利彦君）  以上で報告説明を終わります。 

 是石監査委員は退席されて結構でございます。お疲れさまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第４６号 令和３年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１２、議案第４６号令和３年度吉富町一般会計補正予算（第

４号）についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４６号については、本日の質疑を省

略し、予算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４６号令和３年度吉富町一般会

計補正予算（第４号）については、本日の質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第４７号 令和３年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１３、議案第４７号令和３年度吉富町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）についてを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書、１ページ。 

 歳入、２ページ。 

 歳出、３ページ。 

 次に、４ページ、事項別明細書、総括歳入。 

 ５ページ、同じく総括歳出。 

 次に、歳入、６ページ。 

 歳出、７ページまで。岸本議員。 
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○議員（８番 岸本加代子君）  この傷病手当金ですけれども、これはどういうものでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  お答えいたします。 

 これにつきましては、新型コロナウイルス感染症に感染し、または、感染が疑われ、療養のた

めに業務に服することができなくなった被用者に対します休業補償でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  何人分かということと、今の説明では濃厚接触者の方も入るとい

うようなものだったと思うんですけれども、そうなのかということ。２回目なので、先日の全協

の説明では誰がコロナにかかっているかというのは執行部のほうも名前は特定できないというこ

とだったんですけど、こういうところがありますというところで申請があった分なんでしょうか。

その辺をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  人数に関しましては、現情報からの情報で、給与所得がある方

につきましては約１４０名を見込んでおりまして、そのうちの予算につきましては５名分を見込

んでおります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  質問で、申請かというのは。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  申しわけございません。申請でございます。 

○議長（是石 利彦君）  歳出、７ページまで。 

 歳入歳出全般について御質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  これは、そういうこと、要はコロナが感染が拡大されてこういう

ことがあるだろうというところで予算化されているということですよね。 

 それから、傷病手当が申請で、申請制限があるならば、そのお知らせというのはどういうふう

にされるのでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  方法につきましては、予算が議決された以降に広報等で十分お

知らせをさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  同じところなんですけど、例えば吉富町ってとても狭いし、人口

も限られているんですよね。だけど、そういった該当をされた方が見落としたりとかして、そう
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いったことがあるということを知らない場合もあるかと思うんです。 

 だから、町は分からなくても、お知らせをしてくださる保健所、ところにはわかると思うんで

すけれども、そこにお願いして、かかった方に、あるいは濃厚接触者の方にこういうのがありま

すということをお知らせしてもらうというようなことはできませんか。どうでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（岩井 保子君）  現在のところは、そういうところまでは考えておりません。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第４７号は、福祉産業建設委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号令和３年度吉富町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第４８号 令和３年度吉富町下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

○議長（是石 利彦君）  日程第１４、議案第４８号令和３年度吉富町下水道事業会計補正予算

（第２号）についてを議題といたします。 

 これからページを追って質疑を行います。 

 補正予算、１ページ。 

 補正予算実施計画、２ページ。 

 予定貸借対照表、３ページ、４ページ。 

 補正予算明細書、５ページ。 

 給与費明細書、６ページまで。 

 以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題になっております議案第４８号は、福祉産業建設委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４８号令和３年度吉富町下水道
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事業会計補正予算（第２号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第４９号 教育委員会委員の任命について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１５、議案第４９号教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書２０ページをお願いいたします。 

 議案第４９号教育委員会委員の任命について。 

 本町教育委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 

 住所、吉富町大字楡生１番地の６、氏名、一木剛、昭和２９年１１月２７日生まれ。 

 令和３年９月３０日をもって任期が満了する守口薫氏の後任として一木剛氏を任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に

より、町議会の同意を求めるものでございます。 

 一木さんは、現在６６歳で、福岡教育大学特別教員養成課程を卒業され、中間市立の中学校教

諭を振り出しに、昭和５９年度からは行橋市内の中学校に数学の教員として勤務され、教諭とし

て２０年余り、管理職としても長く、特に生徒指導の力量は高く評価され、学校経営に御尽力さ

れてこられました。 

 中でも、福岡県立育徳館中学校設立に携わられ、設立後も教頭として軌道に乗せる重責を担わ

れました。 

 その後、行橋市内の中学校校長として３校を歴任され、その間には京築地区の生徒指導に関す

る会長も務められております。 

 退職後は、豊前市教育支援センター室長及び豊前市教育相談室長として現在も務められ、主に

不登校児童生徒の相談、指導に当たっておられます。 

 お人柄はもちろん、これまでの経歴、力量等も申し分なく、本町教育委員会委員として適任で

あると考えております。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４９号は、会議規則第３９条第３項



- 47 - 

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４９号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４９号教育委員会委員の任命に

ついては、原案のとおり同意することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第５０号 京築広域市町村圏事務組合を組織する市町村数の減少及び京

築広域市町村圏事務組合規約の変更について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１６、議案第５０号京築広域市町村圏事務組合を組織する市町村

数の減少及び京築広域市町村圏事務組合規約の変更についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  御説明いたします。議案書２１ページをお願

いします。 

 京築広域市町村圏事務組合を組織する市町村数の減少及び京築広域市町村圏事務組合規約の変

更についてでございます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和４年３月３１日を限り、京築広域市町村圏事

務組合から行橋市及び京都郡苅田町を脱退させ、令和４年４月１日から京築広域市町村圏事務組

合規約を別紙のとおり変更する。 

 理由、事務の効率化等を図るために、行橋京都メディカルセンターに関する事務を関係団体が

新設する一部事務組合で共同処理することに伴い、行橋市及び京都郡苅田町が京築広域市町村圏

事務組合を脱退することから、必要な規約の変更に関して関係団体と協議したいので、地方自治

法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 議案書２２ページをお願いいたします。併せて、附属資料の１１ページ、新旧対照表も御覧い

ただきたいと思います。 
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 京築広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約、京築広域市町村圏事務組合規約（昭和

４５年１０月３１日許可）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。第２条は、組合を組織する地方公共団体を定めるものでございま

す。行橋市及び苅田町が組合を脱退するため、第２条の全部を改めるものでございます。 

 第３条を次のように改める。第３条は、共同で処理する事務を定めるものでございます。行橋

京都メディカルセンターに関する事務を、行橋市、苅田町、みやこ町が新設、新たに設置する一

部事務組合で共同処理するため、第３条の全部を改めるものでございます。 

 第４条は、事務所の位置を定めるものでございます。事務所の位置を京築広域圏消防本部のあ

る豊前市大字荒堀５２５番地１に改めるものでございます。 

 第５条は、組合議会の組織及び議員の選出方法を規定するものでございます。行橋市、苅田町

が脱退したことに伴い、第１項で議員定数を１０人減少し、第２項で組織する市町の議員数を定

めるものです。脱退しなかった市町の議員数の変更はございません。第３項は、欠員が生じた際

に補充する主体を市町から市町の議会に改めるものでございます。 

 第８条は、執行機関の組織等を定めるものでございます。共同で書する事務が消防に関する事

務の１つだけになったため、副組合長を１名に減少するものでございます。 

 第９条は、監査委員について定めるものです。共同で処理する事務が１つとなったため、第

１項で監査委員総数を３名から２名に減少し、第２項でその減少する監査委員は執権を有する監

査委員１名と定めるものです。第３項の改正は字句の改正でございます。 

 付則、この規約は令和４年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５０号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５０号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５０号京築広域市町村圏事務組

合を組織する市町村数の減少及び京築広域市町村圏事務組合規約の変更については、原案のとお

り可決することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第５１号 京築広域市町村圏事務組合からの行橋市及び京都郡苅田町の

脱退に伴う財産処分について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１７、議案第５１号京築広域市町村圏事務組合からの行橋市及び

京都郡苅田町の脱退に伴う財産処分についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。未来まちづくり課長。 

○統括課長兼未来まちづくり課長（守口 英伸君）  御説明いたします。議案書２３ページをお願

いします。 

 京築広域市町村圏事務組合から行橋市及び京都郡苅田町の脱退に伴う財産処分について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、行橋市及び京都郡苅田町が京築広域市町村圏事務

組合から脱退することに伴う財産処分について、別紙のとおり、関係市町と協議の上、定める。 

 理由、行橋京都メディカルセンターに関する事務を関係団体が新設する一部事務組合で共同処

理することを目的として、行橋市及び京都郡苅田町が京築広域市町村圏事務組合を脱退すること

に伴う財産処分について、関係市町と協議の上、定めることについて、地方自治法第２９０条の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 財産処分に関する協議書。 

 地方自治法第２８９条の規定により、行橋市及び京都郡苅田町の京築広域市町村圏事務組合か

らの脱退に伴う財産処分について、次の通り定める。 

 京築広域市町村圏事務組合の所有する財産のうち、別紙に記載するものは、行橋市、京都郡苅

田町及び同郡みやこ町が新たに設立する行橋京都メディカルセンターの事務にかかわる一部事務

組合（以下、新組合という）に帰属させる。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 １、公有財産、土地及び建物でございます。 

 メディカルセンターは、京都医師会の敷地内にありますので、土地の所有はございません。建
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物のみです。 

 その下の行橋京都児童発達訓練センターは、以前は広域圏の事業として実施していましたが、

現在は、行橋市、苅田町、みやこ町で共同運営をしております。訓練センターの土地建物はメデ

ィカルセンターの敷地内にあり、広域圏事務組合の所有となっております。３市町からは、光熱

水費の負担を現在負担してもらっています。 

 この公有財産の土地及び建物を、新たに設立する一部事務組合に帰属させるものでございます。 

 ２番目、基金でございます。 

 基金は２つございます。財政調整基金、メディカルセンター特別会計と、財政調整基金、一般

会計です。ここに記載している基金残高は、令和元年度末の基金残高です。実際に帰属させる額

は令和３年度決算の額となります。 

 財政調整基金、メディカルセンター特別会計については、令和３年度決算額をそのまま新組合

に帰属させます。 

 財政調整基金、一般会計については、令和３年度決算の額を、京築広域圏事務組合規約第

１１条第２項の分担金割合に応じ、行橋市及び苅田町分について、算定した金額を新組合に帰属

させます。分担金割合は、均等割３０％、人口割７０％です。行橋市と苅田町が人口が多いため、

計算をすると半分強の額を新組合に帰属させるということになります。 

 ３、一般会計に係る剰余金です。 

 令和３年度決算額に基づく剰余金を分担割合、均等割３０％、人口割７０％で算定した行橋市

と苅田町分を新組合に帰属させます。例年１００万円弱の剰余金がございますが、行橋市と苅田

町は人口が多いため、半分強の額を新組合に帰属させるということになります。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ４、物品。１件当たり１０万円以上のものでございます。 

 ア、行橋京都メディカルセンター関係の物品。イ、事務局関係の物品と記載しておりますが、

この物品を新組合に帰属させるということでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議、お願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５１号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号京築広域市町村圏事務組

合からの行橋市及び京都郡苅田町の脱退に伴う財産処分については、原案のとおり可決すること

に決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（是石 利彦君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて散会いたします。長時間お疲れさまでした。 

午後１時55分散会 

────────────────────────────── 

 

 


